
１　総括１　総括１　総括１　総括(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）
(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算） 　　　　　　　（注）１　職員手当には退職手当を含みません。      ２　職員数は、22年4月1日現在の人数です。(3)ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）(3)ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）(3)ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）(3)ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

人56222年度
　　　　　　　　　　　％13.9（参考）人 件 費 率Ｂ／Ａ％区　分 歳 出 額Ａ住民基本台帳人口（22年度末）

十日町市の給与・定員管理等について十日町市の給与・定員管理等について十日町市の給与・定員管理等について十日町市の給与・定員管理等について実 質 収 支 21年度の人件費率
一人当たり給与費（参考）類似団体平均　　計　　ＢＡ 給与費 Ｂ／Ａ 5,762職員数 一人当たり千円 千円

14.2給　 料 期末・勤勉手当職員手当給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費37,479,132 1,635,409 5,323,337区　分 千円
人 件 費Ｂ59,746 千円 千円 千円人22年度

2,023,485 3,086,068702,135 千円360,448 5,491千円 千円

(H18)95.3 (H18)97.4(H23)96.9 (H23)98.8100
105

1

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。 　　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。　　
(H18)91.9 (H18)95.3 97.4(H23)93.2 96.9

90
95

十日町市 類似団体平均 全国市平均
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３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（23年４月１日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（23年４月１日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（23年４月１日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（23年４月１日現在）　　　　①一般行政職 歳 円 円 円歳 円 円 円歳 円 円歳 円 円 円　　　　②技能労務職 歳 円 円 円歳 円 円 円歳 円 円 円歳 円 円 円歳 円 円 円歳 円 円歳 円 円 円

１号給の給料月額最高号給の給料月額 ５級289,200402,500 （単位：円）３級222,900356,400２級 366,200458,400６級320,600424,600１級135,600243,700 185,800309,200 ４級261,900390,100 ７級

322,707
302,188340,163305,100376,157310,252321,662―395,990292,336292,800 293,825類似団体 298,396283,86249.5新潟県 49.0

356,410
325,512（国ベース）336,595平均給与月額 平均給与月額281,200

類似団体区　　分
42.8

う ち 管 理 員 平 均 年 齢47.750.2
平均給与月額406,089

平均給料月額
347,771364,284398,845― 397,723（国ベース）区　　分 平均給与月額平 均 年 齢

43.7 330,099327,205313,800 392,033十日町市国 42.343.3新潟県

２　一般行政職給料表の状況（23年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（23年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（23年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（23年４月１日現在）
平均給料月額336,361

う ち 自 動 車 運 転 手う ち 学 校 給 食 員国 350,06549.447.053.1 303,800十日町市 287,300 387,236

2

歳 円 円 円歳 円 円 円（注）１　「平均給料月額」とは、23年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお　　　　いて明らかにされているものです。　　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再　　　　計算したものです。（2) 職員の初任給の状況（23年４月１日現在）（2) 職員の初任給の状況（23年４月１日現在）（2) 職員の初任給の状況（23年４月１日現在）（2) 職員の初任給の状況（23年４月１日現在）円 円 円円 円 円円 円 円円 円 円

―
一般行政職 高　校　卒

322,707 310,252類似団体民間事業者平均 298,396 ―
135,900133,100― 144,500

―49.4―

中　学　卒 新潟県141,900技能労務職 ― 172,200140,100区　　　　　分大　学　卒 167,100高　校　卒 178,800 国十日町市 ――
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（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（23年４月１日現在）（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（23年４月１日現在）（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（23年４月１日現在）（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（23年４月１日現在）円 円 円円 円 円円 円 円円 円 円（注）　経験年数区分に該当する職員が3人未満の場合は（　）の経験年数の職員の平均額を比較しました。
経験年数10年大　学　卒高　校　卒高　校　卒 経験年数20年技能労務職 243,200(17年) 341,171285,275246,600214,350(13年)202,933（９～11年） 297,320区　　　　分 250,457中　学　卒 ―一般行政職 ―

経験年数15年 247,600―
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４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況（1) 一般行政職の級別職員数の状況（23年４月１日現在）（1) 一般行政職の級別職員数の状況（23年４月１日現在）（1) 一般行政職の級別職員数の状況（23年４月１日現在）（1) 一般行政職の級別職員数の状況（23年４月１日現在）

（注）１　十日町市区町村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。  
138 人127

７級
３級４級６級 人

標準的な職務内容

１級
16課長・局長・室長・参事・課長補佐・副参事部長・支所長・課長・局長 人人 3.9５級 ％11.733.7課長補佐・副参事・係長・主査主査技師係長・主査・主査技師・主任主任技師 55

職員数 ％部長区　　分 構成比

21 ％主事・技師
％

1.0人 ％

主事・技師
31.1
5.1 ％

％4
２級

13.5
人48 人

４級 31.1% ４級 33.6%５級 13.5% ５級 13.5%６級 3.9% ６級 3.6%７級 1.0% ７級 0.7%
70%

80%

90%

100%

4

１級 5.1% １級 6.6%２級 11.7% ２級 12.6%３級 33.7% ３級 29.4%
４級 31.1% ４級 33.6%
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況（2) 昇給への勤務成績の反映状況（2) 昇給への勤務成績の反映状況（2) 昇給への勤務成績の反映状況　
５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況（1) 期末手当・勤勉手当（1) 期末手当・勤勉手当（1) 期末手当・勤勉手当（1) 期末手当・勤勉手当 千円 千円（22年度支給割合） （22年度支給割合） （22年度支給割合）（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

十日町市 新潟県 国１人当たり平均支給額（22年度） １人当たり平均支給額（22年度）1,476 勤勉手当勤勉手当1.35月分2.60月分1,3031.35月分期末手当 ―
職制上の段階、職務の級等による加算措置 期末手当職制上の段階、職務の級等による加算措置2.60月分 1.35月分

１．勤務成績の評定の実施状況　　毎年1月1日と7月1日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実施。２．勤勉手当への勤務成績の反映状況　　勤務成績の評定結果により5段階評価を行い、その評価結果に基づき成績率（56/100～88/100）を決定。
2.60月分職制上の段階、職務の級等による加算措置 期末手当

１．勤務成績の評定の実施状況　　毎年1月1日と7月1日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実施。２．昇給への勤務成績の反映状況　　勤務成績の評定結果により5段階評価を行い、その評価結果に基づき昇給区分（0号～8号）を決定。

勤勉手当

5

（2) 退職手当（23年４月１日現在）（2) 退職手当（23年４月１日現在）（2) 退職手当（23年４月１日現在）（2) 退職手当（23年４月１日現在）（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分その他の加算措置 その他の加算措置（定年前早期退職特例措置　2%～20%） （定年前早期退職特例措置　2%～20%）59.2859.2859.2841.34 国33.50 33.5023.50十日町市 47.50
11,049千円 24,098千円59.2822年度１人当たり平均支給額　　　　

30.5559.2859.28
定。

(勧奨・定年)
23.5047.50 30.55

(自己都合)
41.34
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 (3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当 支給実績なし（23年４月１日現在）（23年４月１日現在）（23年４月１日現在）（23年４月１日現在） 千円千円％ 人 ％ (4) 特殊勤務手当（23年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（23年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（23年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（23年４月１日現在）
手当の名称職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度）手当の種類（手当数）

診療所の医師が介護認定審査会に出席した場合に支給診療所の医師が休日に診療業務に従事した場合に支給

主な支給対象職員
動物死体処理手当

主な支給対象業務
―

12
―支給実績（22年度決算）支給職員1人当たり平均支給年額（22年度決算） 375支給対象職員数

15.7
―支給対象地域

3,713
徴収担当職員
診療所医師診療所医師

―支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）支給率 ―

10,000円～12,000円/日45,000円/日

国の制度（支給率）―
%

支給実績（22年度決算）
千円円

143万円/月350円/日
支給単価

感染症防疫作業に従事した場合に支給保健指導、保健相談、看護処置等に従事した場合に支給税の滞納処分に従事した場合に支給納期内に納入しない税の出張徴収に従事した場合に支給 1,000円～3,000円/回300円/日
松之山診療所の医師が診療業務に従事した場合に支給

保健師福祉担当職員用地交渉担当職員 300円/日用地の取得など所有者等との交渉に従事した場合に支給 300円/日行旅病人・死亡人の救護又は死体処置に従事した場合に支給徴収担当職員
400円～600円/日1,000円/回環境業務課職員 動物の死体処理に従事した場合に支給雪害作業にあたる職員 除雪作業、水上がり対策、雪崩対策に従事した場合に支給

300円/日300円/日
保健師用地交渉手当滞納処分手当徴収手当

放射線取扱作業手当雪害作業手当行旅死病人取扱手当防疫等作業手当保健手当 診療所職員診療所医師介護認定審査会手当休日診療手当 放射線を照射する作業の補助に従事した場合に支給特地診療手当

6

 (5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当 千円千円千円千円職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 22 年 度決算 ） 183,565166,217335285支 給 実 績 （ 22 年 度 決 算 ）支 給 実 績 （ 21 年 度 決 算 ）職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 21 年 度決算 ）

6



（6) その他の手当（23年４月１日現在）（6) その他の手当（23年４月１日現在）（6) その他の手当（23年４月１日現在）（6) その他の手当（23年４月１日現在）

※給与条例の改正により自宅に係る住居手当は平成21年12月から廃止となりました。

(22年度決算)220,719円267,716円
58,673円

同じ

手　当　名
借家月額12,000円を超える家賃を払っている場合、家賃の額に応じて　　　最高27,000円 同じ

寒冷地手当 12,666円61,987円354,862円
宿日直手当
管理職手当

電車・バス利用者（交通機関利用者)負担している運賃の額に応じて1ヶ月あたり　　最高55,000円自動車等利用者(交通用具利用者)片道の距離に応じて最低(2km以上5km未満)　2,000円最高(60km以上)　24,500円
住居手当

支給職員1人当り(22年度決算)支給実績内容及び支給単価扶養手当
通勤手当

世帯の状況に応じて最高　　月額17,800円(11月から3月まで支給)※支給額の減額改定に伴い経過措置あり。

平均支給年額

38千円

国の制度と異なる内容 74,824千円

28,389千円
16,063千円配偶者　　　　　　　　  13,000円その他　　　　　　　　各6,500円

同じ
同じ

24,056千円

国の制度との異同
同じ

同じ 35,333千円宿日直勤務を行った職員に支給勤務1回につき　4,200円(ただし、5時間未満の場合　2,100円)
支給額：定額主要課長　52,600円準主要課長　44,000円その他課長、支所課長　30,200円参事・保育園長　25,000円

7

※管理職手当は、平成22年１月１日から平成24年12月31日までの間、10％減額しています。
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６　特別職の報酬等の状況（23年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（23年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（23年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（23年４月１日現在）円 円／ 円円 円／ 円円 円／ 円円 円／ 円円 円／ 円
　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）（注）　１　給料月額は、市長は10％、副市長は６％の特例減額後の月額です。（注）　３　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）     

議 員副 議 長市 区 町 村 長
任期満了時

期末手当 副 市 町 村 長 計 3.15月分
1.45月分 240,000

副 議 長
議 長

議 員副 市 町 村 長
6月期（22度支給割合） 計300,000 12月期

543,000
1,030,000副 市 町 村 長 392,000

退職手当

503,000
399,600

2.9月分

822,000
250,000

1.45月分457,000
7,753,824円

305,000
1.575月分

給料月額×在職月数×0.26 1.575月分給料月額×在職月数×0.44

316,000報酬
議 長

584,100749,900給料 市 区 町 村 長 給 料 月 額 等（参考）類似団体における最高／最低額401,500

12月期（22年度支給割合） 6月期

区 分

17,597,184円市 区 町 村 長 任期満了時（注）　２　議長は年額141,120円、副議長は年額113,760円、議員は年額108,000円を期末手当から特例減額           しています。備　　　　考

8

（注）　３　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）           　    勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 （注）　４　退職手当条例の改正により市長の現任期にかかる退職手当の額は給料月額×在職月数×0.35　　　　　　となりました。
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７　職員数の状況７　職員数の状況７　職員数の状況７　職員数の状況（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

〈参考〉人口1万人当たり職員数 人（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。
84 看護師業務の見直し水道業務の見直し下水道業務の見直し国保業務、介護業務の見直し

主な減員理由議会業務の見直し会計事務、広報広聴事務の見直し、支所地域振興課係の統廃合固定資産税業務の見直しし尿処理業務の見直し支所農林建設係の統廃合管理業務の見直し

23年度

101

5
都市計画業務の増輪生農災業務の増福祉、子育て支援業務の増環境保全業務の増 保育士業務の見直し△ 1

△ 28 支所農林建設課係の統廃合

[680] [0]602[680] 12合　　計 △ 5△ 2064380 7526
0 △ 1△ 53 △ 41△ 5△ 21819

公民館と社会教育業務の見直しによる増産業観光企画業務の増
下水道水道公営企業 小計その他 12281920病院

51商工
議会
小計 3554 84

総務企画 3
小計警察教育

36
122

443
30一般行政部門 92471特別行政

労働衛生民生税務 55農林水産土木 92013
3122 4611845 48
4

121
10928

1 △ 1
666 △ 14△ 34△ 4△ 8 1△ 7

△ 1△ 80△ 3
△ 1△ 1△ 1△ 141

△ 1△ 8
01△ 5△ 2△ 13 △ 4△ 2増員数 減員数 △ 1△ 13 主な増員理由差引　　　区分　部門 22年度職員数 （各年４月１日現在）

9

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。
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（2)年齢別職員構成の状況（23年４月１日現在）（2)年齢別職員構成の状況（23年４月１日現在）（2)年齢別職員構成の状況（23年４月１日現在）（2)年齢別職員構成の状況（23年４月１日現在）

　
32歳 36歳 ～55歳23歳 0 人 601人 人計99 9659歳51歳～ ～～ 43歳 47歳31歳 ～27歳24歳 28歳20歳 20歳職員数 79 56歳 60歳以上～40歳 52歳44歳人 ～～～ 40 人 人51～人 50 人35歳 39歳人 人 人4 45 人48歳73 640 人区　分 未満

0246
8101214
1618 構成比１年前の構成比
%

10

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況(3)定員管理の数値目標及び進捗状況(3)定員管理の数値目標及び進捗状況(3)定員管理の数値目標及び進捗状況①第１次定員適正化計画①第１次定員適正化計画①第１次定員適正化計画①第１次定員適正化計画ア　平成17年４月１日～平成23年４月１日における定員管理の数値目標ア　平成17年４月１日～平成23年４月１日における定員管理の数値目標ア　平成17年４月１日～平成23年４月１日における定員管理の数値目標ア　平成17年４月１日～平成23年４月１日における定員管理の数値目標人 人 人 ％　平成22年４月１日現在における定員管理の数値目標　平成22年４月１日現在における定員管理の数値目標　平成22年４月１日現在における定員管理の数値目標　平成22年４月１日現在における定員管理の数値目標57709 7.4純減率平成17年4月1日
平成17年4月1日

平成22年4月1日 純減数
計画期間 数値目標平成22年 4月 1日 △57人　　△7.4%

職員数 職員数
終　期始　期

766

10



イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
（注）１　計画期間は、17年～22年の5年間です。　　　２　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を示しています。②第２次定員適正化計画②第２次定員適正化計画②第２次定員適正化計画②第２次定員適正化計画ア　平成23年４月１日～平成28年４月１日における定員管理の数値目標ア　平成23年４月１日～平成28年４月１日における定員管理の数値目標ア　平成23年４月１日～平成28年４月１日における定員管理の数値目標ア　平成23年４月１日～平成28年４月１日における定員管理の数値目標人 人 人 ％　平成23年４月１日現在における定員管理の数値目標　平成23年４月１日現在における定員管理の数値目標　平成23年４月１日現在における定員管理の数値目標　平成23年４月１日現在における定員管理の数値目標
イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要平成23年4月1日 平成28年 4月 1日 △101人　　△16.8%（各年４月１日現在）　　　　　　区　　分 23年 24年

601 500 101 16.8計画期間 数値目標始　期 終　期
（参考）

平成23年4月1日 平成28年4月1日 純減数 純減率職員数 職員数

19年 20年 （参考）数値目標計画始期 1年目累計 749 2年目合計 増 減 729-17 3年目職員数　　　　　　区　　分部　　門 766 70317年 18年
-57増 減 -37-20 -26729 703-63職員数 766 749-17 -124

21年4年目679-24679-87
（各年４月１日現在）22年5年目642-37642 -57

11

（注）１　計画期間は、23年～28年の5年間です。　　　２　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を示しています。-101増 減 -33 -101累計 職員数 601 568増 減 -33合計 職員数 601 568計画始期 1年目 数値目標部　　門
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８　公営企業職員の状況８　公営企業職員の状況８　公営企業職員の状況８　公営企業職員の状況　(1)　水道事業(1)　水道事業(1)　水道事業(1)　水道事業  　① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況ア　決算 職員給与費 　（参考）
　　　　　　　（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。      ２　職員数は、21年4月1日現在の人数です。② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（23年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（23年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（23年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（23年４月１日現在）歳 円 円歳 円 円歳 円（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

22年度

事 業 者 45.8
　　　　　　Ａ

十 日 町 市 41.9 303,061基本給
計　Ｂ

　　　　　　区　　分
期末・勤勉手当

職員給与費比率　　　　　　Ｂ／Ａ
22年度 人区　分 職員数Ａ  

団 体 平 均 603,860
千円114,453

45,969
千円

―平　均　年　齢

Ｂ　
13

　質収支589,990 純損益又は実
（参考）類似団体平均一人当たり給与費

区　分 総費用

―445,285

21年度の総費用に占

平均月収額387,790

千円　 千円　
千円

％11.7 13.169,017 ％給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 千円 千円7,412 15,636 69,017 5,309 7,252　　　　　千円 千円 給与費　Ｂ／Ａ給　 料 職員手当 一人当たり
総費用に占める める職員給与費比率
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 ③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況ア　期末手当・勤勉手当 千円　 千円　（22年度支給割合） （22年度支給割合）　　　　　　　　　　　　　　　　　（加算措置の状況） （加算措置の状況）職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置イ　退職手当（23年４月１日現在）（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分その他の加算措置 その他の加算措置（定年前早期退職特例措置　2%～20%） （定年前早期退職特例措置　2%～20%）ウ　地域手当 支給実績なし 24,098千円11,049千円59.28(自己都合) (勧奨・定年)59.28 59.28 59.2822年度１人当たり平均支給額　　　　 無 無
59.28 41.34

22年度１人当たり平均支給額　　　　 (自己都合) (勧奨・定年)
33.5047.5047.50 59.28

1,303十日町市

23.50 30.55
勤勉手当1.35月分 2.60月分 1.35月分

十日町市（一般行政職・団体全体）１人当たり平均支給額（22年度）1,203

33.50 41.34 23.50 30.55

１人当たり平均支給額（22年度）

十日町市 十日町市（一般行政職・団体全体）
2.60月分期末手当　 期末手当　勤勉手当

13

ウ　地域手当（23年４月１日現在） 千円円％ 人 ％エ　特殊勤務手当（23年４月１日現在）
300円/日手当の名称 主な支給対象職員 300円/日徴収担当職員 納期内に納入しない税の出張徴収に従事した場合に支給23.1 %手当の種類（手当数） 2徴収手当職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度）支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 5,600支給実績（22年度決算） 支給単価千円円17主な支給対象業務滞納処分手当 徴収担当職員 税の滞納処分に従事した場合に支給

― ―― ― ― 一般行政職の制度（支給率）―支給対象職員数支給実績（22年度決算）支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）支給率支給対象地域
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オ　時間外勤務手当 千円千円千円千円④定員管理の数値目標及び進捗状況④定員管理の数値目標及び進捗状況④定員管理の数値目標及び進捗状況④定員管理の数値目標及び進捗状況市の定員管理の数値目標に含まれています。
支 給 実 績 （ 22 年 度 決 算 ） 2,998231支 給 実 績 （ 21 年 度 決 算 ） 3,295職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 21 年 度決算 ）職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 22 年 度決算 ） 253

1414


